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佐久市望月総合支援センター指定管理者募集要項 
 

【1】 趣旨 

この佐久市望月総合支援センター指定管理者募集要項（以下「募集要項」といいます。）は、佐久

市望月総合支援センター（以下「本施設」といいます。）の管理運営について、公の施設として公的

な使命を果たすことを前提としつつ、行財政の効率化と利用者サービスの向上を図るため、地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項及び佐久市望月総合支援センター条例（平成１

７年佐久市条例第７６号）第３条の規定により、指定管理者の募集を行うために必要な手続等を定め

るものです。 

 

【2】 本施設の概要 

1 名称・所在地 

名 称 佐久市望月総合支援センター 

所 在 地 佐久市望月３１７番地２ 

 

2 設置目的 

市民の健康の増進と福祉の向上を図るため、総合支援センターを設置する。 

 

3 本施設の規模等 

建 築 構 造 鉄筋コンクリート造一部２階建 

敷 地 面 積 2,582.44 ㎡ 

延 床 面 積 2,501.43 ㎡のうち、1,546.69 ㎡ 

施 設 内 容 １階 玄関、ロビーホール、機械室、男女トイレ、 

エレベーター、階段、地域包括支援センター事務室、休憩室、相談室２部屋、

望月ホームヘルパーステーション結い事務室、倉庫等 

２階 介護指導室、機能訓練室、会議室２部屋、調理実習室、その他会議室２部

屋、リフレッシュルーム、相談室２部屋、書庫、バルコニー、男女トイレ、身

障トイレ、物入れ等 

駐車場：普通車約１０台分 

※望月デイサービスセンター駒は、指定管理の対象外とする。 

 なお、地域包括支援センター事務室及び望月ホームヘルパーステーション結い

事務室については、地方自治法第２３８条４の７の規定により行政財産の目的外

使用の許可を与えており、令和６年度以降についても許可を与える予定となって

いる。 

建 設 年 月 平成 11 年 8 月 
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【3】 本施設の管理運営に関する基本的事項 

指定管理者が行う本施設の管理運営に関する基本的事項は、次のとおりです。 

なお、詳細については、佐久市望月総合支援センター指定管理業務仕様書（以下「業務仕様書」と

いいます。）を参照してください。 

 

1 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 本施設の使用の許可に関する業務 

(2) 本施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) 前各号に掲げるもののほか、本施設の運営に関する業務のうち、佐久市長のみの権限に属する事

務を除き、佐久市長が必要と認める業務 

 

2 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間の予定です。 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。また、

取消しに伴う佐久市の損害については、指定管理者に損害賠償を請求することがあります。 

なお、この指定期間は、佐久市議会の議決が必要なため、佐久市議会の議決後に確定します。 

 

3 本施設の利用に係る料金 

(1) 自主事業に係る収入 

自主事業（指定管理者自らの費用と責任で自主的に行う事業で、指定管理業務ではないもの）に

係る収入は、指定管理者の収入となります。 

ただし、設置目的外と判断される事業については、佐久市に対して行政財産目的外使用許可申請

等の申請が必要となり、市に支払わなければならない行政財産目的外使用料等が発生する場合もあ

りますので注意してください。 

 

4 佐久市が指定管理者に支払う指定管理料 

佐久市は、指定管理料として、本施設の管理運営に必要な経費を毎年度の予算の範囲内で指定管理

者に支払います。具体的な金額は、募集時に提出される事業計画書及び収支計画書で提案のあった金

額に基づき、佐久市と指定管理者が協議した上で、別に締結する年度協定で定めます。 

なお、佐久市が指定期間中に支払う各年度の指定管理料の上限額は、下表のとおりです。募集に当

たり、事業計画書及び収支計画書における各年度の指定管理料は、下表の指定管理料の上限額以下の

額で提案を行っていただくよう求めます。 

年 度 金 額 

令和６年度 19,200 千円 

令和７年度 19,200 千円 

令和８年度 19,200 千円 

令和９年度 19,200 千円 

令和１０年度 19,200 千円 
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※ 実際に支払われる指定管理料は、指定管理者が応募時に提示した額ではなく、これを上限として、

指定管理者と佐久市が協議した上で、毎年度の予算編成において確定します（年度によっては指定

管理者の提示金額に満たない場合があります。）。 

※ 指定管理料を支払う時期については指定管理者と協議の上決定するものとします。また、この支払

については概算払いとし、各年度の事業完了後に精算するものとします。 

 

5 管理運営の基準 

本施設の管理運営に当たっての基準は、業務仕様書を参照してください。 

 

６ 災害時の対応 

 (1) 予防措置 

   指定管理者は、防災・災害対応マニュアルを作成し、災害時の対応について職員へ周知した上で、

必要な研修・防災訓練等を実施してください。 

   また、市や関係機関との情報交換を密にし、常日頃から連絡・協力体制を構築するよう努めてく

ださい。加えて、施設・設備等の点検を実施し、危険箇所の把握を行い、速やかに対処してくださ

い。 

(2) 災害発生時等 

   指定管理者は、災害の発生又は発生するおそれがある場合は、迅速に非常配備体制を確立すると

ともに、利用者の安全確保・避難誘導及び施設の保全・復旧作業を行ってください。また、災害の

影響を早期に除去すべく適切な処置を行い、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう

努めるとともに、状況を把握し、市へ報告・相談を行うほか、必要に応じ警察署、消防署、医療機

関等の関係機関や地域団体等とも協力して対応に当たってください。 

   なお、利用者の安全を確保するとともに、適切な措置を行うため、地方自治法第 244 条の２第

11 項の規定により、市は指定管理者が行う業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。 

 

７ 関係法令等の遵守 

本施設の管理運営に当たっては、次の関係法令等を遵守してください。 

(1) 地方自治法、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）等の行政関連法令 

(2) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）等の労働

関係法令 

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）、電気事業法（昭和

39 年法律第 170 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）等の施設関連法令 

(4) 佐久市望月総合支援センター条例（平成１７年佐久市条例第７６号）、佐久市望月総合支援セ

ンター条例施行規則（平成２０年佐久市規則第３２号） 

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

(6) その他関係法令、例規等 
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【4】 募集手続 

1 応募資格 

指定管理者に応募できる者は、指定期間中、安全かつ円滑に包括的管理ができる法人その他の団体

（以下「団体等」といいます。）とします。ただし、次の事項のいずれかに該当する団体等は応募の

資格がないものとします。なお、団体等は、株式会社、NPO 法人、その他任意団体等組織の形態を問

いませんが、個人での応募はできません。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する団体等 

(2) 佐久市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年佐久市告示第８

号）及び佐久市物品購入等入札参加登録者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年佐久市告

示第１０９号）に基づく入札参加等停止中の団体等 

(3) 佐久市、佐久市教育委員会又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取

消しの日から 1 年を経過しない団体等 

(4) 佐久市、佐久市教育委員会又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の全部又は一部を停止

され、停止期間満了の日から 6 か月を経過しない団体等 

(5) 税（国税、都道府県税及び市町村税をいう。次項において同じ。）を滞納している団体等 

(6) 団体等の代表者が税を滞納している団体等 

(7) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続の開始の申立てがなされ、この手続が終了

していない団体等 

(8) 本施設の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等を取り消され、その取消

しの日から 1 年を経過しない団体等 

(9) 本施設の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等の停止処分を受け、停止

期間満了の日から 3 か月を経過しない団体等 

(10) 次に掲げる者が、理事、取締役、監査役、無限責任社員若しくはこれらに準ずべき地位に就任

し、又は実質的に経営等に関与している団体等 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条及び長野県暴力団排除条例（平成 23 年 9 月 1 日施行）第６条に規定する者） 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

 

２ グループでの応募 

  本施設のサービス向上又は管理業務の効率的実施を図る観点から必要な場合は、複数の法人等（以

下「グループ」という。）が共同して申請することができます。この場合は、次の事項に留意して

ください。 
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① グループの名称を設定し、グループ内で代表となる法人等を定めてください。なお、代表となる

法人等又は構成団体の変更は原則として認めません。 

② グループの構成団体間における管理業務に係る経費に関する連帯責任の割合等については、別途

協定書等で定めてください。 

③ 構成団体のいずれかが、「１ 応募資格」の（１）～（10）のいずれかに該当する場合は、申請

することはできません。 

④ グループの構成員が個々の団体として、当該管理業務に申請することはできません。 

 

３ 提出書類 

申請に当たっては、次の書類を 21 部（正本 1 部、副本 20 部（副本は写しで構いません。））提

出してください。 

また、提出書類には、ページ番号を記載し、下記項目ごとにインデックスを貼付してください。 

なお、提出書類に一部でも不備がある場合は、受理をしません。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第 1 号） 

(2) 事業計画書（様式第 2 号） 

(3) 収支計画書（様式第 3 号）（注：災害等の対応に係る経費は計上しないこと。） 

(4) 団体等の概要書（様式第 4 号） 

  設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人等の概要がわかる資料があれば、合わせて提出し

てください。 

(5) 定款、寄付行為、その他これらに類する書類 

定款及び寄付行為のない団体にあっては、団体の規約等（団体の目的、事務所、資産に関する規

定等を記載した書類） 

(6) 団体の役員等の名簿、その他これらに類する書類 

申請日時点の団体の役員等が確認できる名簿等を提出。他の申請書類において代替可能な場合

は、省略可（佐久市指定管理者制度運用指針において、「審査委員会の委員は、自らが役員等と

なっている団体に対する審査には参加することができない。」と定めているため。） 

(7) 申請者が法人である場合は、法人の登記事項証明書 

  申請日前３か月以内に取得したものを提出 

  登記のない法人の場合は、名称及び本店又は主たる事業所の所在地を証明する書類 

(8) 法人でないものにあっては、代表者の住民票の写し 

  （※法人については、登記事項証明書に代表者の住所が記載されているため省略） 

(9) 団体等の納税証明書 

 滞納がないことの証明（納税義務がない場合はその理由書） 

① 所管税務署発行の納税証明書 

・法人税 

・消費税及び地方消費税 
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② 当該法人所在地（本店等所在地、長野県及び佐久市に係るもの）発行の納税証明書 

・固定資産税 

・市県民税（※特別徴収で佐久市に納付がある場合のみ。） 

・軽自動車税 

・法人事業税 

・法人都道府県民税 

・法人市町村民税 

・事業所税（当該法人の所在地において、事業所税が課されている場合のみ提出してください。） 

(10) 団体等の代表者による滞納がないことの誓約書（様式第５号） 

  対象とする租税 

   所得税、消費税、地方消費税、固定資産税、市県民税、軽自動車税及び国民健康保険税 

(11) 決算関係書類 

  過去 3 か年分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及びその他これらに準ずる書類 

  新たに設置する法人又は設立初年度の法人にあっては、収支計算書又はこれに準ずる書類 

  （これらは、指定管理業務に関連する特定の事業のみの書類ではなく、法人全体に係る書類を

提出してください。） 

(12) 労働条件が確認できる書類 

  就業規則（賃金規則を含む）、労働基準法第３６条に基づく労働条件が確認できる書類又はこ

れらに準ずる書類 

(13) その他必要な書類 

 

４ 指定管理者の選定等のスケジュール 

内 容 期 日 ・ 期 間 

募集要項、業務仕様書等の配布 令和５年８月１０日（木）～９月１１日（月） 

資料の閲覧 令和５年８月１０日（木）～９月１１日（月） 

質問の受付 令和５年８月１４日（月）～８月２１日（月） 

現地説明会 令和５年９月４日（月） 

申請書類の受付 令和５年８月１０日（木）～９月１１日（月） 

指定管理者指定審査委員会における選

定審査（プレゼンテーションを含む。） 

令和５年１０月 

指定管理者候補者の決定 令和５年１０月～１１月 

指定管理者議会議決 令和５年１２月下旬 

基本協定及び災害時の協力等に係る 

協定締結 

令和６年３月 

年度協定締結、業務開始 令和６年４月 
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５ 資料の閲覧 

(1) 閲覧資料 

本施設の建物図面 

(2) 閲覧場所 

福祉部高齢者福祉課窓口（佐久市役所本庁 3 階） 

(3) 閲覧期間 

令和５年８月１０日（木）から９月１１日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分まで

（日曜日、土曜日、祝日は除きます。） 

 

６ 質問事項の受付・回答 

(1) 質問受付期間 

令和５年８月１４日（月）から８月２１日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分まで

（日曜日、土曜日、祝日は除きます。） 

(2) 質問の受付方法 

質問書（様式任意）を作成の上、郵送、ファックス、電子メールのいずれかにより送付してくだ

さい。なお、未着を防ぐため、提出後、到着の確認をお願いします。 

電話、来訪による御質問にはお答えできませんので御注意ください。 

(3) 回答方法 

回答は、令和５年８月２８日（月）までに、公平性を確保するため、佐久市のホームページにお

いて公表します。また、福祉部高齢者福祉課窓口（佐久市役所本庁 3 階）で閲覧できるようにす

る予定です。なお、質問受付期間を過ぎてからの質問には一切回答しません。 

なお、回答は、質問・回答内容のみ公表し、質問者名等は公表しません。 

 

７ 現地説明会の開催（希望される団体のみ） 

(1) 開催日時 

令和５年９月４日（月） 午後２時から午後３時３０分まで 

(2) 開催場所 

佐久市望月総合支援センター 

(3) 申込方法 

説明会に参加を申し込む団体等は、あらかじめ電話、電子メール等により連絡をしてください。 

(4) 申込期限 

令和５年８月２８日（月）午後５時１５分まで（必着） 

(5) 留意事項 

説明会の当日は、募集要項及び業務仕様書を持参してください。 
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８ 申請書等の受付 

(1) 受付期間 

令和５年８月１０日（木）から９月１１日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分まで

（日曜日、土曜日、祝日を除きます。） 

(2) 提出方法 

福祉部高齢者福祉課窓口（佐久市役所本庁 3 階）まで持参又は郵送してください。（令和５年

９月１１日（月）必着）なお、未着を防ぐため、郵送の場合は、発送後、到着の確認をお願いしま

す。 

(3) 提出部数 

21 部（正本 1 部、副本 20 部（副本は写しで構いません。）） 

(4) その他 

申請書等の電子ファイルは、佐久市のホームページからダウンロードできます。 

 

９ 留意事項 

(1) 募集要項等の承諾 

   申請者は、応募書類の提出をもって、本募集要項及び仕様書等の掲載内容を承諾したものとみ

なします。 

(2) 無効又は失格 

次の事項に該当する場合は、申請は無効又は失格となることがあります。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかったとき。 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

ウ 申請者が記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

エ 虚偽の内容が記載されているとき。 

オ 収支計画書に記載した指定管理料が佐久市の示した上限額以上であるとき。 

カ 佐久市職員及び本件関係者に対して、本件応募について不正な接触の事実が認められたとき。 

(3) 申請内容変更の禁止 

申請書類等の受付期間終了後の再提出及び差替えは、原則として認められません。ただし、佐

久市から、書類の不足及び内容の不備のため、必要に応じ追加資料の提出を求める場合は、この

限りではありません。 

(4) 申請書類の取扱い 

ア 申請書類は、返却しません。 

イ 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、佐久市は、指定管理者の決定の公表

等に必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとします。 

(5) 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出してください。 

(6) 費用負担 
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申請に要する経費等は、全て申請者の負担とします。 

(7) 情報公開 

申請書類は、佐久市情報公開条例（平成 17 年佐久市条例第 15 号）に定める公文書となりま

すので、開示請求があった場合は原則公開します。ただし、公にすることにより、応募者又は指

定管理者の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるもの等、条例上の不開

示事由に該当すると認められる場合（部分）は、公開しません。 

(8) 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されるに当た

り、指定管理者も適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録が必要となる場合があります。 

また、適格請求書（インボイス）の発行に伴い、発行したインボイスの保存等の新たな事務も発

生します。 

制度の詳細については、国税庁ホームページの「インボイス制度」を御覧ください。 

 

【5】 指定管理者の候補者の選定 

1 選定方法 

 指定管理者の候補者を選定する際の選定方法は、次のとおりです。 

(1) 選定機関等 

指定管理者の候補者は、「佐久市指定管理者指定審査委員会（以下「審査委員会」という。）

の審査を経て決定し、その審査結果を参考に、佐久市長が選定します。 

(2) プレゼンテーションの実施 

審査委員会において、プレゼンテーションを行っていただきます。日程等の詳細については、

別途調整の上、お知らせします。 

(3) 選定結果の通知及び公表等 

選定結果については、申請者全員に通知します。また、佐久市のホームページで公表します。 

また、指定するための手続として佐久市議会に議案として提出し、議決を経て、指定管理者に

指定することとなります。 

 

2 審査基準 

指定管理者の候補者を選定する際の審査基準は、次のとおりです。 

(1) 事業計画書による本施設の管理運営が住民の平等な利用を確保することができるものであるこ 

と。 

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る本施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その

管理運営に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行う物的、人的能力を有するものであること。 
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3 審査項目 

指定管理者の候補者を選定する際の審査項目は、次のとおりです。 

(1) 管理運営を行うに当たっての経営方針について 

(2) 安全・安心面からの管理運営の具体策等、特徴的な取組について 

(3) 本施設の管理について（職員の配置、職員の研修計画、経理等） 

(4) 本施設の運営について（自主事業計画、サービスを向上させるための方策、利用者の要望の把

握と実現策、利用者とのトラブルの未然防止と対処法等） 

(5) 個人情報の保護の措置について 

(6) 緊急時の対策について 

(7) 団体の理念について（団体の経営方針、指定管理者を申請した理由、本施設の現状に対する考

え方、将来展望等） 

 

【6】 指定管理者の指定と協定の締結 

1 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者は、佐久市議会の議決を経て、指定管理者に指定することとなります。 

 

2 協定の締結 

指定管理者の指定後、佐久市と指定管理者との間で協定を締結します。 

なお、締結される協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」、年度ごとの指

定管理料に係る事項等を定めた「年度協定」及び「災害時の協力等に係る協定」となります。 

 

3 その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、佐久市は指定を取

り消し、協定を締結しないことがあります。 

なお、議会の議決が得られなかった場合や否決された場合において、本施設の管理運営の準備のた

めに支出した費用については、一切補償しません。 

(1) 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

(2) 著しく社会的な信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 

【7】 連絡先・申請書提出先 

住  所 〒385-8501 長野県佐久市中込 3056 番地 

担  当 福祉部高齢者福祉課高齢者事業係 

電話番号 0267-62-2111（内線 281） 

ファックス番号 0267-63-0241 

メールアドレス koureisya@city.saku.nagano.jp 

ホームページアドレス http://www.city.saku.nagano.jp 

 


